




















報告第１号参考資料 

   市税条例の一部を改正する条例に係る改正要旨 

第１ 軽自動車税（令和７年４月１日施行） 

１ 軽自動車税種別割について、原動機付自転車の税率区分に「総排気量125㏄以下

かつ最高出力4.0kW以下」の車両を追加する。（第79条関係） 

２ 個人番号カードと運転免許証の一体化に伴い、身体障害者等に対する軽自動車

税種別割の減免申請手続きについて、提示を求める書類に免許情報記録個人番号

カードを追加する。（第86条関係） 

第２ 国民健康保険税（令和７年４月１日施行） 

１ 国民健康保険税の課税限度額について、基礎課税額分を65万円から66万円に、

後期高齢者支援金等課税額分を24万円から26万円に、それぞれ引き上げる。（第

138条関係） 

２ 国民健康保険税の減額基準について、５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所

得において被保険者の数に乗ずべき金額を29万5,000円から30万5,000円に、２割

軽減の対象となる世帯の軽減判定所得において被保険者の数に乗ずべき金額を54

万5,000円から56万円に、それぞれ引き上げる。（第156条関係） 

第３ その他 

その他所要の規定の整備を行う。 

 


